
 

50 

■参考資料11 

特定空家等及び法定外特定空家等の対応フロー 
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■参考資料12 

松原市空家等対策協議会規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、執行機関の附属機関設置条例（昭和40年条例第20号）第２条

の規定に基づき、松原市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）の組織に

ついて必要な事項を定めるものとする。 

（任務） 

第２条 協議会は、松原市空家等対策計画（空家等対策の推進に関する特別措置法

（平成26年法律第127号）第６条第１項の規定に基づき本市が定める空家等対策

計画をいう。）の作成及び変更並びに実施その他空き家等に関する施策について

の協議を行う。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員11人以内で組織する。 

２ 委員は、市長及び次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する

者をもって充てる。 

(１) 市議会議員 

(２) 法務、不動産及び建築等に関する学識経験者 

(３) 地域団体を代表する者 

(４) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第４条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、そ

の職務を代理する。 

（部会） 

第５条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。 

４ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故あるとき又は欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから部

会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 

（庶務） 

第６条 協議会の庶務は、都市整備部まちづくり推進課において行う。 

附 則 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年12月14日規則第42号） 
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（施行期日） 

１ この規則は、公布の日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（新たに任命される委員の任期の特例） 

２ 施行日から平成32年７月28日までの間に任命される委員（補欠委員を除く。）

の任期は、改正後の松原市空家等対策協議会規則第３条第３項の規定にかかわら

ず、２年以内で市長が定めるものとする。 

   附 則 

 この規則は、令和４年１月１日から施行する。 
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■参考資料13 

松原市空家等対策協議会委員名簿 

 

（市長及び委員１０名 合計１１名） 

区 分 委 員 所属・役職など 
 

市長 
 

澤 井
さわ い 

 宏
ひろ

文
ふみ

 

 

松原市長 
 

 
 
市議会議員 

河内
かわち

  徹
とおる

 
松原市議会議員 

森田
もり た

  夏江
なつ え

 

 
 
 
 
 
 
 
学識経験者 

石 井
いし い 

 雄 二
ゆう じ 

 
阪南大学 経済学部 経済学科 
教授 

磯 部
いそ べ 

 隆 志
たか し 

 
大阪司法書士会  
空き家問題対策委員会 地域委員 

大 伴
おおとも

 富
と

美男
み お

 
大阪府宅地建物取引業協会 
南大阪支部 相談役 

片 倉
かたくら

 勝
まさる

 

全日本不動産協会 大阪府本部  
大阪南支部 
公益事業推進 副委員長 

田 中
 た なか

 みさ子
こ

 
大阪産業大学 デザイン工学部 
環境理工学科 教授 

土 屋
つち や 

 佳 代
か よ

 
大阪法務局 堺支局 
統括登記官 

松 村
まつむら

 和 吉
かずよし

 大阪府建築士会 

 

地域団体代表者 
石
いし

﨑
ざき

 勇
いさむ

 
松原市町会連合会 
会長 

（令和４年３月現在） 

 



 

54 

■参考資料14 
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 ■参考資料15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※税制改正等により、内容が変更となる場合があります。
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